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令和７年９月２０日から調査活動を開始している「令和７年国勢調査」について、調査員による調

査員証の紛失が発生いたしました。市民の皆様には深くお詫び申し上げます。 

 

（１）調査員証の紛失の概要 

   発生日    令和７年９月２０日（土） 

   紛失場所  我孫子市我孫子１丁目付近 

   状 況     ９月２０日（土）１２時１０分頃から１６時頃まで調査活動を実施しており、帰宅したと

ころ調査員証の紛失が発覚した。１６時３０分頃に紛失が考えられる箇所を捜索した

が、発見出来なかった。９月２１日（日）午前中に市職員とともに、該当地区周辺及び

自宅の捜索を再度行ったが、発見することが出来ず、我孫子警察署へ遺失届出書を

提出した。 

（２）今後の対応 

    ・紛失した我孫子市の国勢調査員証「第４３号」は無効としました。 

    ・我孫子市国勢調査員に対して、調査員証及び調査書類などの用品を厳重に管理し、紛失の

無いように改めて指導を行い、再発防止に努めてまいります。 

（３）注意喚起 

    紛失した調査員証は悪用されるおそれがあるため、市民に対して市ホームページ等を通じて今

回の紛失について周知するとともに、次のとおり注意喚起をしてまいります。 

    ・調査員証は、国勢調査を装った「かたり調査」に悪用されるおそれがあります。 

    ・調査員は、顔写真付きの調査員証を携行しておりますので、調査員が訪問した際には、調査

員証の確認をお願いします。 

    ・不審な訪問や担当調査員の氏名の確認については、市コールセンターまでご連絡をお願いし

ます。（市コールセンター：050-3821-6077 午前 9時から午後 5時まで） 
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